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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

が
長
期
化
す
る
中
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
世
帯
へ
の
生
活

支
援
を
目
的
と
し
て
、
世
帯
員
一
人
あ
た

り
2
万
円
分
の
「
た
ん
ば
共
通
商
品
券
」

を
給
付
し
ま
す
。

■
支
給
対
象
者
／
令
和
３
年
６
月
25
日
時
点

で
、
丹
波
市
に
住
民
票
が
あ
り
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
の
世
帯
主

①
住
民
税
非
課
税
世
帯

世
帯
員
全
員
が
、
令
和
３
年
度
の
住
民
税

（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
世
帯

②
家
計
急
変
世
帯

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
て
、
令
和
３
年
１
月
以
降
に
収
入
が

減
少
し
、
世
帯
員
全
員
が
、
令
和
３
年
度

の
住
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い

な
い
世
帯
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
世
帯

※
①
②
に
該
当
す
る
世
帯
で
令
和
３
年
12

月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
る
新
生
児
も
対
象

■
支
給
額
／
世
帯
員
1
人
あ
た
り
２
万
円
分

の
有
効
期
限
付
き
「
た
ん
ば
共
通
商
品
券
」

■
受
給
手
続

①
住
民
税
非
課
税
世
帯

令
和
３
年
９
月
中
旬
に
「
給
付
申
請
書
兼

引
換
券
」
を
郵
送
し
ま
す
。
商
品
券
引
換

所
で
、
引
換
え
て
く
だ
さ
い
。

■
引
換
期
限
／
令
和
４
年
１
月
31
日

②
家
計
急
変
世
帯
ま
た
は
令
和
３
年
１
月

２
日
か
ら
６
月
25
日
ま
で
に
市
に
転
入
し

た
世
帯

世
帯
主
に
よ
る
申
請
が
必
要
で
す
。
審
査

の
後
、
対
象
と
な
っ
た
世
帯
主
に
対
象
者

認
定
書
兼
引
換
券
を
郵
送
し
ま
す
。
商
品

券
引
換
所
で
引
換
え
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類
／
対
象
者
認
定
申
請
書
、
収

入
・
課
税
状
況
が
確
認
で
き
る
書
類
な
ど

■
申
請
期
間
／
９
月
中
旬
～
12
月
31
日

※
郵
送
に
よ
る
申
請
の
場
合
は
、
同
日
付

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影

響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
子
育
て
世
帯
を
支

援
す
る
た
め
、
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
支
給
対
象
者
／
次
の
①
②
の
両
方
に
該

当
す
る
人
※
ひ
と
り
親
世
帯
分
の
給
付
金

対
象
児
童
を
除
く

①
令
和
３
年
３
月
31
日
時
点
で
18
歳
未
満

の
児
童
を
養
育
す
る
父
母
な
ど

※
障
害
の
あ
る
児
童
は
20
歳
未
満

※
令
和
４
年
２
月
28
日
ま
で
に
生
ま
れ
る

新
生
児
な
ど
も
対
象

②
令
和
３
年
度
住
民
税
（
均
等
割
）
が
非

課
税
、
ま
た
は
令
和
３
年
１
月
１
日
以
降

の
収
入
が
急
変
し
、
住
民
税
非
課
税
相
当

の
収
入
と
な
っ
た
人

■
支
給
額
／
児
童
1
人
あ
た
り
５
万
円

■
受
給
手
続

▼
申
請
が
必
要
な
人
：
平
成
15
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
18
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
人
、
令
和
３
年
１
月

以
降
の
収
入
が
急
変
し
た
人

※
申
請
書
な
ど
は
自
立
支
援
課
ま
た
は
各

支
所
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

■
申
請
期
限
／
令
和
４
年
２
月
28
日
※
当

日
消
印
有
効

■
申
請
方
法
／
郵
送
ま
た
は
自
立
支
援
課

窓
口
へ
提
出

▼
申
請
が
不
要
な
人
：
令
和
３
年
４
月
分

の
児
童
手
当
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
者
で
令
和
3
年
度
住
民
税
（
均
等

割
）
が
非
課
税
の
人

※
た
だ
し
、
給
付
金
の
受
給
を
希
望
し
な

い
場
合
や
、
児
童
手
当
ま
た
は
特
別
児
童

扶
養
手
当
の
支
給
口
座
を
解
約
し
て
い
る

場
合
は
、
届
出
が
必
要
で
す
。

■
支
給
時
期
／
令
和
３
年
７
月
以
降
随
時

※
な
お
、
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）
の
申
請
は
引

き
続
き
受
付
し
て
い
ま
す
。

丹
波
市
生
活
支
援
特
別

丹
波
市
生
活
支
援
特
別

給
付
金
（
商
品
券
）
給

給
付
金
（
商
品
券
）
給

付
事
業

付
事
業

子
育
て
世
帯
生
活
支
援

子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金

特
別
給
付
金

（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
）

（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
）

の
消
印
有
効

■
申
請
方
法
／
郵
送
ま
た
は
社
会
福
祉
課

窓
口
へ
提
出

■
引
換
期
限
／
令
和
４
年
１
月
31
日

H P

　
　

社
会
福
祉
課
（
本
庁
第
２
庁
舎
内
）

☎
８
８
‐
５
２
７
６

※
令
和
３
年
９
月
か
ら
令
和
４
年
１
月

ま
で
☎
８
６
‐
７
０
３
１

問
申

　
　

自
立
支
援
課  （
本
庁
第
２
庁
舎
内
）

☎
８
８
‐
５
２
７
１

問
申

H P

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

特
集
①
：
廃

校
利
活
用

特
集
①
：
廃

校
利
活
用

特
集
②
：
里
山

の
環
境
保
全

下

水

道

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策

市
政
フ
ラ
ッ
シ
ュ
市
政
フ
ラ
ッ
シ
ュ

市
長
コ
ラ
ム
ほ
か

人
事
行
政

運
営
状
況

情
報
ひ
ろ
ば

お
知
ら
せ
・
募
集

情
報
ひ
ろ
ば

子
育
て
関
連
情
報

情
報
ひ
ろ
ば

相
談
・
コ
ラ
ム

図

書

館

健
康
生
活
ま
ち
と
ぴ

農
の
学
校
は
ぴ
た
ん

掲
示
板
・
戸
籍


